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【参考２】酒類販売管理者選任（解任）届出書様式及びその記載例 

届出書は国税庁ホームページでダウンロードできます。 

 

  

 

記 載 例 
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【参考３】「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準」の実施状況等報告書様式 

報告書は国税庁ホームページでダウンロードできます。 
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ｔご注意ください！ 

複数の販売場をお持ちの場合は、いずれか１つの販売場（本店又は任意の販売場）の報告書にのみ記載してください。 

（全ての販売場の報告書に記載する必要はありません。） 
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酒類の自動販売機を設置している場合は、

記載漏れのないようお願いします。 
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【メ モ】 









































































































































第２章 酒類小売業者等が酒類の販売業務に関して遵守しなければならない法令 
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２ 不当廉売に関する公正取引委員会の対応 

(1) 申告事案に対する迅速処理 

申告のあった事案に関しては、処理結果を通知するまでの目標処理期間を原則２

か月以内として、迅速に処理する。 

(2) 不当廉売事案に対する厳正な対処 

大規模な事業者による不当廉売事案又は繰り返し行われている不当廉売事案で、

周辺の酒類販売業者に対する影響が大きいと考えられるものについては、周辺の酒

類販売業者の事業活動への影響等について個別に調査を行い、問題のみられる事案

については排除措置命令や警告に至らない場合であっても責任者を招致するなど

した上で、文書で注意を行うなど、厳正に対処する。 

(3) 価格動向のフォローアップ 

警告、注意等を行った事業者に対しては、再発防止、違反行為の未然防止等の観

点から、その後の価格動向について情報収集を行う。 

 

(5) 優越的地位の濫用についての公正取引委員会の考え方 

公正取引委員会は、平成 21 年６月の独占禁止法の改正により、優越的地位の濫用が

課徴金納付命令の対象となったことから、優越的地位の濫用規制の考え方を明確化す

ること等により、法運用の透明性を一層確保し、事業者の予見可能性をより向上させ

るため、平成 22 年 11 月 30 日付で「優越的地位の濫用に関する独占禁止法上の考え

方」を策定しました。 

 出典：公正取引委員会ホームページ（http://www.jftc.go.jp） 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































